
武蔵野市 内部統 制 制度基本 方針（ 案 ）  

 

限ら れた 資源を 有 効に活用 し 、住民 福 祉の増進 に向 け て 行 政 サ ー ビ ス を

安定的か つ持続 的 に提供し てい く た めに 、これ まで以 上 に 事 務 の 適 正 化 を

図ること が必要 で あるとい う認 識 の もと 、これ までの リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト

の取組等 を継承 し つつ、更に 発展さ せ、本市独 自の内 部 統 制 制 度 を 導 入 し

ます。  

市長 が先 頭に立 ち 、職員一人 ひとり が内部統 制に 主 体 的 に 取 り 組 み 、統

制環境や 取組状 況 の継続的 な確 認、改善によ り事務 を 適 正 に 遂 行 し 、信 頼

される市 政の実 現 を目指し ます 。  

今後 は、本 基本方 針に則り、内部統 制に係る 体制 の 整 備 及 び 内 部 統 制 制

度の運用 等を行 っ てまいり ます 。  

 

１  内部 統制制 度 の対象と する 事 務  

本市にお ける全 て の事務を 対 象と し ま す。  

 

２  内部 統制制 度 の対象と する 組 織  

市長部局 のほか、市長の権 限が 及 ぶ 範囲 内で 、他 の行 政 委 員 会 事 務 局

や議会 事 務局も 対 象としま す。  

 

３  内部 統制制 度 における 取組  

(1) 内部統 制に係 る 全庁的な 組織体 制 を整備す る と と も に 、各 種 規 則 等

や 既 存 の 取 組 等 の 整 理 及 び 運 用 状 況 の 確 認 を 通 じ て 適 正 に 事 務 を 遂

行します 。  

(2) 優 先 度 の 高 い 業 務 レ ベ ル の リ ス ク に 係 る 対 応 策 を 検 討 す る と と も

に、 運用 状況の 確 認を通じ て 適正 に 事 務を 遂 行 し ま す 。  

(3) これら の取組 状 況につい て、毎 年 度、内部 統 制 制 度 報 告 書 を 作 成し

公表 する ととも に 、継続的 に改善 を 図ります 。  

 

 

令和  年  月  日          

武蔵野市 長  小 美 濃  安 弘     
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